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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第１区分
【発行日】平成31年4月25日(2019.4.25)

【公表番号】特表2018-519145(P2018-519145A)
【公表日】平成30年7月19日(2018.7.19)
【年通号数】公開・登録公報2018-027
【出願番号】特願2017-548951(P2017-548951)
【国際特許分類】
   Ｂ０１Ｄ  50/00     (2006.01)
   Ｆ２４Ｆ   7/06     (2006.01)
   Ｆ２４Ｆ  13/28     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  39/16     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  46/10     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  46/12     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  45/08     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  39/18     (2006.01)
   Ａ６２Ｂ  31/00     (2006.01)
   Ａ６２Ｃ   2/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ０１Ｄ   50/00     ５０１Ａ
   Ｆ２４Ｆ    7/06     １０１Ａ
   Ｆ２４Ｆ   13/28     　　　　
   Ｂ０１Ｄ   39/16     　　　Ａ
   Ｂ０１Ｄ   46/10     　　　Ｂ
   Ｂ０１Ｄ   46/10     　　　Ｅ
   Ｂ０１Ｄ   46/12     　　　　
   Ｂ０１Ｄ   45/08     　　　Ｂ
   Ｂ０１Ｄ   50/00     ５０１Ｇ
   Ｂ０１Ｄ   50/00     ５０２Ｂ
   Ｂ０１Ｄ   39/18     　　　　
   Ａ６２Ｂ   31/00     　　　　
   Ａ６２Ｃ    2/00     　　　Ｓ
   Ａ６２Ｃ    2/00     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成31年3月12日(2019.3.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　換気フード内に取り付けられて構成され、ハウジング上で互いに反対側に位置する第一
リップ及び第二リップを有するハウジングを備え、
　前記第一リップは、前記第二リップの高さよりも大きな高さを有し、
　前記第一リップ及び前記第二リップは、前記第一リップ及び前記第二リップが手動操作
不能であるように固定され；
　前記ハウジングの中央部の中に位置するディヒューザ；
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　前記ディヒューザに隣接して前記ハウジングの中に位置するバッフル組立体；
　前記ディヒューザの、前記バッフル組立体の反対側で前記ハウジングの中に配置された
取り外し可能な支持構造；及び
　前記取り外し可能な支持構造と前記ディヒューザとの間に配置された取り外し可能なフ
ィルタパッド；
　を有し、
　前記取り外し可能な支持構造は、前記第一リップ及び前記第二リップによって、反対側
の端部上に支持される、
　フィルタ組立体。
【請求項２】
　前記取り外し可能な支持構造及び前記取り外し可能なフィルタパッドは、前記取り外し
可能なフィルタパッドと前記ディヒューザとの間におよそ０．６３５ｃｍよりも大きなエ
アギャップを与える大きさである、請求項１に記載のフィルタ組立体。
【請求項３】
　前記取り外し可能なフィルタパッドは、羊毛繊維及びビスコース繊維を有する、請求項
１に記載のフィルタ組立体。
【請求項４】
　前記ビスコース繊維は、前記取り外し可能なフィルタパッドの５０‐９５％を構成する
、請求項３に記載のフィルタ組立体。
【請求項５】
　前記羊毛繊維は、前記取り外し可能なフィルタパッドの５０‐９５％を構成する、請求
項３に記載のフィルタ組立体。
【請求項６】
　前記フィルタパッド、前記取り外し可能な支持構造及び前記ディヒューザは、前記バッ
フル組立体から横方向に離間しており、前記バッフル組立体を通る空気の経路を与える、
請求項１に記載のフィルタ組立体。
【請求項７】
　前記取り外し可能な支持構造は、中に形成された穿孔を備えている、請求項１に記載の
フィルタ組立体。
【請求項８】
　前記ディヒューザ及び前記バッフル組立体のうち一つ以上が、永久的に前記ハウジング
内に固定されている、請求項１に記載のフィルタ組立体。
【請求項９】
　前記第一リップが、約２．５４ｃｍないし約７．６２ｃｍの高さを有する、請求項１に
記載のフィルタ組立体。
【請求項１０】
　前記第二リップが、約０．１２７ｃｍないし約３．８１ｃｍの高さを有する、請求項１
に記載のフィルタ組立体。
【請求項１１】
　フィルタ組立体は第一の厚みを有し、
　前記バッフル組立体は第二の厚みを有し、
　前記第二の厚みは前記第一の厚みの５０％よりも大きい、請求項１に記載のフィルタ組
立体。
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